
資料３ 

その他の事業運営上の留意事項 

１．指定居宅サービスの人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬について 

・業務継続計画の作成等（ＢＣＰ）について・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３

・福祉サービス第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～５

・新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あた

りの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例に

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

・令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～１２ 

・大阪府介護生産性向上支援センター相談窓口・・・・・・・・・・・・・・１３～１４

・ハラスメント相談窓口(労働相談) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

・ＳＴＯＰカスタマーハラスメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１７

・介護サービス利用者の体調急変時における救急搬送時の付き添いについて・１８～２０

・石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等・・・・・・・・・・２１

２．利用者や従業者等の生命及び健康保持のために知っておくべきこと 

・介護現場における感染対策の手引き（第３版）等について・・・・・・・・・・・２２

・ノロウイルス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３～２４

・インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５～２６

・腸管出血性大腸菌（O１５７等）感染症・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７～２８ 

・結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９～３０

・HIV／エイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

・レジオネラ症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２～３４

・熱中症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５～３８

・暑さ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９～４０

３．その他の留意事項について 

・高齢者虐待防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１～４２

・大阪府障がい者差別解消条例の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３～４５

・安全運転管理者制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

・STOP！ながらスマホ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７～４８
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業務継続計画の整備について

①令和6年度介護報酬改定において、業務継続計画未策定事業所に対する減算が導入されました。

詳細は厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」資料「令和6年度介護報酬改定の概要」P49

URL https:/ /www. m h lw.go. j p/ stf / newpage 38790. htm I

1 景 (5)④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

【全サ ー ピス（居宅療養管理指導＊、特定福祉用具販売＊を除く）】

〈〗 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サ ー ビスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
けた計亘の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策

定の場合t 基本詞酬を減算する。 【告示改正】

単位数

く現行＞
なし

<改定後＞
業務継続計画未実施減算
施設・居住系サーピス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
その他のサーピス 所定単位数の100分の1に相当する
※ 

算定要件等

C) 以下の甚準に適合していない湯合
． 感染症や易碍常災害の発生時において、利用者に定するサ ー ピスの提供を継続的に実施するためのな 及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること
・ 当該業務継読計画に従い必要な措置を誂ずること

※ 令和7年3月31日までの間、 感染庁の予防及びま

ている場合には、減負を適用しない訪問系サーピス、

0 1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携によリ計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほ力＼介護サービス恰報公表
システムに登録すべき事項に菜務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化するも また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設 ・ 事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
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業務継続計画の策定については厚生労働省のHPをご参照ください。

(HPリンク）

htt s: /www.mhlw. o. · stf seisakunitsuite/bun a hukushi kai o kai o koureisha dou a 00002.html 

計画（

総誤等モこ視聴いたたきますこよう理解を深めることかできますのて仁せてご活同ください C<

ドライ と

I 介護施設全事業所における業務継続ガイドライン等について
介謹癒設奮� 事業所におげる業務望翌甕カイトライン等こついては，こちらがらダウンコー ドしてください芯
く新型コロナウイルス感染症編＞

く自然災害編>

• 主欽終；宰fl戸·完―,.., •. -., CJ'--'ぐ,6,.•

［例示，•；＼り〗<R3年度＞
，自竺災害ぴ文直旦：サービス同有)

I 動画の構成

1·3rpたは........... , ....... ,.:..,,-: . . 一··-··

lf\ ツ ・

く介譴サー ビス類呈毎のヌ噂環巨＞
ヒス： 1, 2, 3, {6), 7
ヒス： 1, 2, 4, 〈6), 7, 8 

•· 訪問系サー ビス： 1, 2, 5, {6), 7, 9 
'・居宅介璽支援サー ピス： 1 

. 
-. ,,,,, ， 2., 2, { 6} , 7, 10 

「6; 共通事項〈？既要環: J i言, r 7 : 共通事項J (1)丙容を'，
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～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～
●福祉サービス第三者評価つて何？

字福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大阪府認証）が専門的・客観的な
立場から評価を行う取組みです。

し 守評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する際の情報資源となります。

＊第三者評価を受審し、 評価結果を公表することにより、 社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が可能
になる場合があります。 ご不明な点については、 法人所轄庁（大阪府、 政令指定市及び中核市の法人所管課）にお問合せ
ください。

＊第三者評価の受審の際に、 児童福祉分野では、 次のサー ビス種別で補助金などの金銭的補助を受けることができます。
ご不明な点等については、 各市町村の保育所・放課後児童健全育成事業の所管課にお問合せください。
・保育所（公定価格の加算として受審料の2分の1程度補助（上限15万円. 5年に1回））
・放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援交付金による受審料の満額補助（上限30万円. 3年に1回））

＊また、 障がい福祉分野においては、 令和3年度障がい福祉サー ビス等報酬改定において、 就労継続支援A型の基本報酬
算定方法にスコア方式が導入され、 そのスコア評価の一つとして「前年度末日から過去3年以内の第三者評価の受審状
況」が盛り込まれています。 ご不明な点等については、 各指定・指導権者にお問合せください。

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2-1 2 
TEL,: 06-6944-9167 FAX : 06-6944-6681 

大阪府第三者評価

大阪府ホームページ： https:/ /www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukuslii/daisansha/index.html 
瓢網謡羞

‘ 

.. 
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◆大阪府の認証評価機関
一

覧◆
（令和5年5月17日現在17機関）

認証 直機関名 所在地
評価実施分野

番号
連絡先

高齢 障がい ◎児童
270003 特定非営利活動法人

※ ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ． ． ． 

270006 特定非営利活動法人
カロア 泉佐野市 072-464-3340 ． ． ． 

270012 特定非営利活動法人
※ ニッポン ・ アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ． ． ． 

270025 株式会社
第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ． 

270033 株式会社
H.R. コーポレー ション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ． ． ． 

.． 

270040 特定非営利活動法人
※ NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ． ． 

270042 一般財団法人
※ 大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ． 

270048 特定非営利活動法人
エイジコンサーン ・ ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ． ． ． 

270049 特定非営利活動法人
評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ． ． ． 

270050 般社団法人
障がい ・ 介護福祉事業支援 大阪狭山市 072-121-8610 ． ． 

協会

270051 特定非営利活動法人
ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ． ． ． 

270052 一般社団法人
ぱ•まる 堺市堺区 072-227-4567 ． ． ． 

270054 株式会社
ジャパン ・マーケティング・エージェ 大阪市中央区 06-6263-0141 ． ． ． 
ノ.... ン.... 一

270056 一般社団法人
関西福祉サポー ト社中 大阪市淀川区 06-7777-1037 ． ． ． 

270057 株式会社
EMアップ 兵庫県西宮市 0798-65-3935 ． 

270058 株式会社
こ 評価基準研究所 東京都千代田区 03-3251-4150 ． 

270059 株式会社
JAC機構 堺市西区 072-249-7882 ． 

． 

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。
※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、·児童自立支援施設、

母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (l 7 機関中7機関）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．凰....................

： 担当：大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課調整グループ
TEL (代表） 06-6941-0351(内線2491)、 （直通） 06-6944-9167 

.. . URL:https://www.pref.osaka」g.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html
............................................................................................................................................ 
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事 務 連 絡
令和6年3月21日

都道府県
各 指定都市 介護保険担当主管部局 御中

中核市， Y
 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課

新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による
利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の

報酬区分の決定に係る特例について

通所介護、 通所リハビリテ ー ション、 地域密着型通所介護及び（介護予防）認
知症対応型通所介護における、新型コロナウイルス感染症による臨時的な利用者
数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算（以下

「3%加算」という。）や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例（以下 「規模
区分の特例」という。）については、 「通所介護等において感染症又は災害の発生
を理由とする利用者数の減少が 一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考
え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和 3 年 3 月 16 日老認発
0316 第 4 号・老老発 0316 第3号）にてお示ししているところである。

今般、 「新型コロナウイルス感染症の令和 6 年4 月以降の医療体制及び公費支
援等について」（令和6年3月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
本部ほか事務連絡）でお示ししたとおり、 本年3月末をもって、 各種公費支援等
を終了し、 本年4月以降は、 通常の医療提供体制へ移行することとしている。

これに伴い、 新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による
3%加算、 規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分(3月減
少分）をもって終了することとするので、 その取扱いに遺漏のないよう、 貴管内
市町村、介護サ ー ビス事業所等に対し周知徹底を図られたい。

なお、 今後新たに3%加算・規模区分の特例の対象となる感染症等が発生した
場合は、 対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせする。

ただし、 石川県、 新潟県、富山県内の災害救助法適用地域に発出されている
「 令和6年能登半島地震を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の

評価について」（令和 6 年 2月 9 日及び 3 月 4 日付け厚生労働省老健局認知症施
策・地域介護推進課ほか事務連絡）の取扱いは継続する。
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事 務 連 絡 

令和６年３月 19 日 

 都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中 

中 核 市 

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課 

令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員

基準等の臨時的な取扱いについて 

令和５年５月８日以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人

員基準等の臨時的な取扱いについては、｢新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて｣（令和５年５月１日

付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）によりお示ししているところ

です。 

新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援

等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事

業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和

６年３月 31 日をもって廃止します。 

ただし、一部の臨時的な取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業

所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和６年４月１日から令和７年３月 31 日ま

での間において、別添のとおりとしたので、これらの取扱いに遺漏のないよう、貴管

内市町村、介護サービス事業所等に対し周知徹底をお願いします。 
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問１ 介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が発生

した場合に、感染拡大防止の観点から入所又は退所の一時停止を行った場合、介

護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係

る施設基準において、「算定日が属する月の前６月間」等の指標の算出に当たって

使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か（令和７年

３月 31 日まで） 。 

（答） 

可能である。ただし、入退所を一時停止する期間及びその理由を事前に許可権者に

伝えるとともに、記録しておくこと。 

なお、新型コロナウイルス感染のない者の入退所については、地域の感染状況も踏

まえながら従前どおり行うよう努めること。 

問２ ユニットリーダー研修については、新型コロナウイルス感染症の影響により

例年どおり実地研修の実施ができない期間が生じたことにより、実地研修が未修

了である者がいる場合、人員基準上の取扱い如何 。 

（答） 

ユニットリーダー研修については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年

どおり実地研修が実施できない期間が生じたことから、特例措置として、令和元年度

～令和５年度に実施された当該研修のうち、講義・演習を受講済みであって、実地研

修が未修了の者については、実地研修が可能となった際は速やかに受講することを条

件に、令和６年度に限り、人員基準上、ユニットリーダー研修修了者として取り扱っ

て差し支えないものとする。 

（別添） 
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の 

人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて 

（令和２年２月 17 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

※この事務連絡が第１報扱い

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第２報） 

（令和２年２月 24 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第３報） 

（令和２年２月 28 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第４報） 

（令和２年３月６日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第５報） 

（令和２年３月 26 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第６報） 

（令和２年４月７日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第７報） 

（令和２年４月９日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第８報） 

（令和２年４月 10 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

別紙 
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○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第９報） 

（令和２年４月 15 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

について（第 10 報） 

（令和２年４月 24 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 11 報） 

（令和２年５月 25 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 12 報） 

（令和２年６月１日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 13 報） 

（令和２年６月 15 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 14 報） 

（令和２年８月 13 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 15 報） 

（令和２年８月 27 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 16 報） 

（令和２年 10 月 21 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 17 報） 

（令和２年 12 月 25 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 
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○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 18 報） 

（令和３年２月 16 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 19 報） 

（令和３年３月 22 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 20 報） 

（令和３年４月５日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 21 報） 

（令和３年５月６日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 22 報） 

（令和３年５月 20 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 23 報） 

（令和３年６月８日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 24 報） 

（令和３年７月２日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 25 報） 

（令和３年７月 19 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 26 報） 

（令和３年８月 11 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 
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○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第 27 報） 

（令和４年２月９日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて 

（令和５年５月１日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて 

（令和５年５月１日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて 

（令和５年９月 15 日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡） 
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テ

月躍日～金曜日
午罰9時~12時15分・午後1時~6時
夜問相談毎週木耀日 午後8時まで
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このようなお悩みがある方は！

このようなお悩みはありませんか？

大阪弁護士会「カスタマーハラスメント」
無料弁護士相談にお申込みください！

大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター企画

利用者の要望のうち受
け入れるべきものと
断ってもいいことの区
別が分からない

重説や運営規定でカスハ
ラ対策をしたいけど、ど
ういう書き方をしたらい
いのか分からない

利用者や家族からの過剰
な要求で職員が疲弊して
いるけど、どう対処した
らいいのか分からない

１．裏面の申込書にご記入の上、
メール又はFAXにてお申込み
下さい

↓
２．大阪弁護士会事務局又は担当

 弁護士から日程調整等のご連絡
をします

↓
３．「ZOOM」等にて、弁護士無

 料相談を実施します
↓

４．必要に応じて担当弁護士と
継続相談や正式な依頼をして
ください

1．申込資格
大阪府内に法人又は事業者がある高
齢者・障がい者に関わる福祉関連事
業者であること

2．募集期間
2024年6月1日～2025年2月28日
※60件に達した時点で終了

3．費用
初回45分まで無料

4．相談方法
 ZOOM(※ZOOMの利用が困難な場
合は別途ご相談下さい

お申込み条件 お申込み方法

大阪弁護士会の高齢者・障害者
総合支援センターを通称、
「ひまわり」と呼んでいます

ひまわりは高齢者・障害者が安
心して生活を送るための法的支
援を行うための窓口です
法的サービスのバリアフリーを
目指して出張相談・電話相談を
実施するとともに、成年後見制
度の適切な運用、虐待防止など
の高齢者・障害者の権利擁護の
活動を行っています

ひまわりとは？

Tel  06-6364-1239
Fax 06-6364-5069

福祉関連事業者対象

● ● ●

「カスタマーハラスメント」相談
相談無料 オンライン

相談可能
ひまわり
弁護士対応

〒530-0047 大阪市北区西天満１-１２-５

※大阪府の研修動画

カスタマーハラスメント

カスハラ対策とは
～大阪府協力～
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大阪弁護士会が定めるプライバシーポリシーに同意した上で、次のとおり法律
相談を申込みます。

申 込 書
年 月 日

大阪弁護士会「ひまわり」宛
（FAX:06-6364-5069） 法人名称

事業所名称

担当者氏名

電話番号

メールアドレス

相談希望日
第１希望 令和 年 月 日（ ） 時  分

第２希望 令和 年 月 日（ ） 時  分

 相談希望方法 ＺＯＯＭ相談・それ以外（ ）

相談の概要

【その他お問い合わせ先】
大阪弁護士会 ひまわり事務局
電話番号:06-6364-1239
メールアドレス：
oba-jimukyoku-himawari
@osakaben.or.jp

アンケート（相談実施後に記載の上FAX送信をお願いします。）

◆この企画をお知りになった経緯を教えてください（ 又は自由記載）。
□弁護士会からの案内 □弁護士会のホームページ

□大阪府からの広報 □各自治体からの広報 □その他（ ）

◆相談を受けられた感想を教えてください（自由記載）。

◆カスタマーハラスメント対策として弁護士に対して希望する企画があれば教えてく
ださい（自由記載）。
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介護サー ビス事業者様

高事第1 0 8 0号
令和6年4月9日

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課長

介護サ ー ビス利用者の体調急変時における救急搬送時の付き添いについて（通知）

日頃から本府高齢福祉行政の推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
先般の介護サー ビス利用者の体調急変時における救急搬送時の付き添い等についてのア

＼ ンケー トにご協力いただきありがとうございました。
アンケー トの結果、多く の介護サー ビス事業所等において、利用者の救急搬送が必要と

なった場合に、病院や救急隊員からの要請を受けて、職員が付き添いを行っていることが
わかりました。

事業所等においては、利用者が適切に医療処置を受けることができるように対応する必
要があると認識され緊急搬送時に付き添いいただいておりますが、 一方で、事業所等の人
員体制等によっては、必ずしも付き添いができない場合があることも想定されます。

そのため、先般、府健康医療部から、改めて救急搬送先となる医療機関に対して、救急
搬送時に付き添いを求める際には、事業所等の実情を踏まえて過度な負担を求めることが
ないよう配慮を求めたところでございますのでご承知おきください。

また、医療機関が付き添いを求める理由には、 利用者の既往歴等の情報把握があること
から、予め、事業所等が利用者の既往歴等をまとめておき、，救急隊員に情報提供すること
でスム ー ズな対応が可能となる事例もありますので、事業所等においては、利用者の体調

（ 急変に備え、日頃より、利用者の既往歴等を把握いただき、別紙をご参考にまとめておい
てくださいますようお願いしします。

なお、同様の内容で既にまとめている場合は、～改めて別紙を作成していただく必要はご
ざいませんことを申し添えます。

【問合せ先】
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課，

居宅グループ
電話： 06-6944-7099 (直通）
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し
な

い
口

わ
か

ら
な

い
1口

有
□

無

・心
肺

蘇
生

を
望

む

口
希

望
す

る
口

希
望

し
な

い
口

わ
か

ら
な

い
I 口

有
□

無

• 最
期

を
過

ご
し

た
い

場
所

口
病

院
□

入
居

施
設

□
そ

の
他

（
口

有
□

無

• そ
の

他
の

希
望

(
口

有
□

無
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石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等に関しては

厚生労働省のHPをご確認ください。

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage 37199.html 
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介
護
現
場
に
お
け
る
感
染
対
策
の
手
引
き
（
第
３
版
）
等
に
つ
い
て

○
社
会
福
祉
施
設
等
が
提
供
す
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
は
、
利
用
者
の
方
々
や
そ
の
家
族
の
生
活
を
継
続
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
感
染
防
止
対

策
を
前
提
と
し
て
、
利
用
者
に
対
し
て
必
要
な
各
種
サ
ー
ビ
ス
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
限
ら
ず
、
介
護
現
場
で
必
要
な
感
染
症
の
知
識
や
対
応
方
法
な
ど
、
介
護
現
場
に
お
け
る
感
染
対
策
力
の
向
上
を
目
的
に
、

「
介
護
現
場
に
お
け
る
感
染
対
策
の
手
引
き
（
第
１
版
）
（
令
和
２
年
1
0
月
1
日
付
け
）
」
等
を
作
成
。
そ
の
後
、
累
次
の
見
直
し
を
行
い
、
今
般
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
知
見
を
反
映
、
感
染
症
法
の
位
置
付
け
変
更
等
、
そ
の
他
所
要
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

○
介
護
職
員
の
方
に
お
い
て
は
、
日
常
の
ケ
ア
を
行
う
上
で
の
必
要
な
感
染
対
策
の
知
識
や
手
技
の
習
得
の
た
め
の
手
引
き
と
し
て
、
介
護
施
設
・
事
業
所
の
施

設
長
・
管
理
者
の
方
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
割
と
感
染
管
理
体
制
の
構
築
の
た
め
の
手
引
き
と
し
て
活
用
が
可
能
。

・
感
染
症
の
基
礎
知
識

・
日
頃
か
ら
の
感
染
対
策
と
感
染
症
発
生
時
の
対
応

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

・
各
種
感
染
症
に
お
け
る
対
応

等

介
護
現
場
に
お
け
る
感
染
対
策
の
手
引
き
【
第
３
版
】

✤
主
な
内
容

✤
ポ
イ
ン
ト

介
護
職
員
等
が
、
感
染
症
の
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
高
齢
者
等
に
対
し
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
安
全
か
つ
継
続
的
に
提

供
す
る
た
め
、
さ
ら
に
は
職
員
自
身
の
健
康
を
守
る
た
め
、
感
染
対
策
の
知
識
を
習
得
し
て
実
践
で
き
る
よ
う
に
、

着
実
な
感
染
対
策
を
実
践
で
き
る
よ
う
基
礎
的
な
情
報
か
ら
、

感
染
症
発
生
時
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
の
注
意
点
等
を
掲
載

感
染
管
理
体
制
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
情
報
か
ら

感
染
管
理
体
制
の
在
り
方
お
よ
び
感
染
症
発
生
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
掲
載

「
第
Ⅰ
章
総
論
」
「
第
Ⅱ
章
感
染
症
各
論
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
含
む
）
」

「
第
Ⅲ
章
参
考
」
の
３
部
構
成

介
護
職
員
の
た
め
の
感
染
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

感
染
対
策
普
及
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

手
引
き
の
概
要
版
と
し
て
、
介
護
職
員
向
け
に
ポ
イ
ン
ト
を
掲
載

（
施
設
系
・
通
所
系
・
訪
問
系
ご
と
に
作
成
）

マ
ニ
ュ
ア
ル

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

手
洗
い
や
排
泄
物
・
嘔
吐
物
処
理
の
手
順
等
を
わ
か
り
や
す
く
掲
載

「
見
て
す
ぐ
実
践
！
」
が
で
き
る
よ
う
に
、
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
も
利
用
可
能

（
第
３
版
と
し
て
令
和
５
年
９
月
７
日
時
点
の
情
報
を
反
映
。
今
後
、
感
染
症
の
流
行
や
検
査
・
治
療
等
の
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
予
定
）

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.j
p
/s
tf
/s
e
is
a
ku
n
it
su
it
e
/b
u
n
y
a
/h
u
ku
sh
i_
ka
ig
o
/k
a
ig
o
_
ko
u
re
is
h
a
/t
a
is
a
ku
m
a
to
m
e
_
1
3
6
3
5
.h
tm
l

こ
ち
ら
の
リ
ン
ク
か
ら

閲
覧
で
き
ま
す
！

手
引
き
の
見
直
し
に

合
わ
せ
て
い
ま
す
！
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ノロウイルスの感染を広げないために！！

～処理の手順を守ろう！～ 

① 汚物はすぐに拭き取る・乾燥させない！

ノロウイルスは乾燥すると空中に漂い、口に入って感染することがあるので、

嘔吐物や糞便は速やかに処理することが感染防止に重要です。

② きれいに拭き取ってから消毒する！

ノロウイルスには家庭用塩素系漂白剤を水で薄めた消毒液が有効です。

★消毒液は、汚物が残っている状態で使用すると、ウイルスに対する消毒効果が低下するので

消毒前にまずは汚物をきれいに取り除くことが重要です。

③ しっかり手洗いをする！

ノロウイルスを広げないためには、しっかり手洗いをして、

手からノロウイルスを落とすことが大切です。

＜タイミング＞

嘔吐物等の処理後、拭き取り掃除後、調理の前、食事前、トイレの後、オムツ交換の後 等 

吐いたとき

① ビニール手袋・マスク・ガウン・靴カバー

等を着用する。

② ペーパータオル・布等で嘔吐物を覆い、外
側から内側へ向けて、拭き取り面を折り込
みながら静かに拭き取る。

③ 床等に、汚物が残らないように、しっかり
拭き取る。

④ 拭き取りに使用したペーパータオル・布等
は、ただちにゴミ袋に入れ、密閉し廃棄す
る。
＊ 可能であれば、50 倍に薄めた家庭用塩素系

漂白剤を入れてから、密閉し廃棄する。 

⑤ 汚物を拭き取った後の床等は、50 倍に薄
めた家庭用塩素系漂白剤で浸すように拭
く。
＊ ペーパータオル・布等はなるべく色のついて

いないものを使用する。 

⑥ 10 分後に水拭きする。

衣類等が糞便や嘔吐物で汚れたとき

① ペーパータオル・布等で覆うなど、付着

した汚物中のウイルスが飛び散らない

ようにしながら汚物を取り除く。

② 汚物を取り除いたあと、洗剤を入れた水

の中で、静かにもみ洗いをする。

③ 50 倍に薄めた家庭用塩素系漂白剤に

10 分程度つけこむ。（素材に注意）

★家庭用塩素系漂白剤につけこむ代わりに、

85℃・１分以上の熱湯洗濯を行うことでも

ウイルスの消毒効果があります。

④ 他の衣類とは分けて洗う。

窓を開ける等 

換気を十分に！ 

＊石けんを使って

流水で！ 

＊もみ洗いした場所は、

250 倍に薄めた家庭用塩

素系漂白剤で消毒し、洗剤

を使って掃除をする。 
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使用目的 濃 度 希釈液の作り方 

・汚物を取り除いたあとの床等 

（浸すように拭き、10 分後に水拭

きする） 

・汚物を取り除いたあとの衣類 

（10 分程度つけこむ） 

・汚物の拭き取りに使用した

ペーパータオル・布等の廃棄

（ゴミ袋の中で廃棄物を浸すよう

に入れ、密閉し廃棄する。） 

約 50倍 

※濃度

約 1000ppm

 

       

・もみ洗いをしたあとの

洗い場所の消毒

（消毒後、洗剤で掃除すること） 

・トイレの取っ手・トイレドア

のノブ・トイレの床などの拭

き取り

（拭き取り部位が金属の場合は、

10 分後に水拭き） 

約 250 倍 

※濃度

約 200ppm

 

 作り置きは効果が低下します。なるべく使用直前に作りましょう。

 作った消毒液を一時的に保管する場合は、誤って飲むことがないように、消毒液であることを

はっきり明記して日光の当たらない場所で保管しましょう。

 家庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）は未開封でも徐々に劣化していきますので、なるべく

新しいものを使用しましょう。

 

 

 

 

令和３年４月作成 

発行元：大阪府健康医療部保健医療室感染症対策企画課 

ノロウイルスによる

感染性胃腸炎について 

・ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、

冬季に多いとされていますが、最近では、初夏に

かけても集団事例として多くの発症が報告されて

います。

・10～100個の少ないウイルス量でも発病するた

め、人から人への感染が起こります。

・症状が消えてからも、10 日から１か月は糞便中に

ウイルスが排出されています。
ノロウイルス電子顕微鏡写真提供 大阪健康安全基盤研究所

感染経路 

 患者の糞便や嘔吐物からの二次感染

 感染した人が調理などをして汚染された食品

 ウイルスの蓄積した加熱不十分な二枚貝など

一般的に市販されている家庭用塩素系漂白剤の塩素濃度は、約５％です。 

塩素濃度約５％のものを利用した場合の方法を以下に示します。 

（家庭用塩素系漂白剤のキャップ 1杯が、約 25ｃｃの場合です。） 
家庭用 

塩素系 

漂白剤 

 

キャップ約２杯

①水道水 2,500cc

（500ccペットボトル５本分） 

②家庭用塩素系漂白剤

50cc

バケツ 

①水道水 2,500cc

（500ccペットボトル５本分） 

②家庭用塩素系漂白剤

10cc

キャップ 1/2杯弱バケツ 

家庭用塩素系漂白剤 希釈方法早見表 

潜伏期間 

 通常１～２日

症状 

 下痢・嘔吐・吐き気・腹痛などで、通常１～３

日症状が続いた後、回復。

24



インフルエンザの流行状況
（大阪府における定点あたりの患者報告数の推移）
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R4-R5

(週)

警報開始基準値

注意報基準値
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腸管出血性大腸菌(0157等）は、 通常牛等の腸内に生息してい
ます。そのため腸の内容物で汚染された食品を介して、口から体内に
入ることによって感染します。

＊ 食べ物 （牛肉やレバーなどは充分に加熱しましょう。）
＊ 生肉を触れた箸 （焼く箸と食べる箸を使い分けましょう。） Olfi7 電子顕微鏡写真

＊ 患者・保菌者の糞便で汚染されたものや水 など 提供 大阪健康安全基盤研究所

腸管出血性大腸菌はわすか数十個程度の菌が体の中に入っただけでも発症することがあるため、
患者・保菌者の糞便なとから二次感染することがあります。

下痢・腹痛・発熱など
の症状がある時は、早め
に受診しましょう。

潜伏期間 ： 2'""-J 1 4日（平均3'""-J 5日）
症 状 ： 下痢（軽いものから水様便や血便） ・ 腹痛 ・ 発熱など

乳幼児や高齢者では重症になる場合があります。
発症後1rv2週間は、溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす

ことがありますので注意が必要です。

HUS: ベロ毒素により腎臓の細胞が傷害されて発症する、溶
血性貧血、血/J \板減少、急性腎不全の3つを特徴とする状態。
主な症状：尿が出にくい ・ 出血を起こし易い ・ 頭痛など
重症になると、けいれん ・ 昏睡を起こし、生命の危険がある。

＊ 普段から調理前や食事前、 トイレの後は石けんをよく泡立てて手指から手首までを充分洗いましょう。
＊ タオルの共用使用はやめましょう。
＊ 糞便を処理する時は、使い捨てビニール手袋を使いましょう。

処理がすんだあとは、手袋をはすし石鹸で手洗いしましょう。
（また、乳幼児や高齢者でオムツの交換時の汚染に充分気をつけてください。）

＊ 下痢なとで体調の悪いときには、 プールの利用はやめましょう。
簡易ビニ ールプール等を利用する場合は、頻繁に水を交換しましょう。

«注意事項» （消毒薬等については裏面参照）

トイレについて：患者・保菌者が排便した後に触れた部分（ドアや水道のノブなと）は、逆性せつけ
んや消毒用アルコ ールで消毒してください。（消毒薬は薬局で手に入ります。）

衣類などについて：患者・1呆菌者の糞便のついた衣類なとは、熱湯や100倍に薄めた家庭用塩素系漂
白剤に30分浸したあと、他の衣類とは別に洗濯し、日光で十分に乾燥させましょう。（素材に注意）

入浴・お風呂について：患者・1呆菌者がお風呂を使用する場合、下痢があるときは、シャワ ーまたは
かけ湯にしましょう。浴槽につかる時は最後にし、 混浴は避けましょう。
浴槽の水は毎日替え、浴室、浴槽はよく洗い流しましょう。

業務について：患者・保菌者が飲食物に直接接触する業務に従事することは、法律で制限されています。
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＇ニ
魯 ｀ ` 

（消毒薬については、 薬局等でご相談ください）

逆性石鹸液 石鹸で手洗い後、1

手指
I c塩化速ベ乾ン性ザ振ル士コ手ニ指ウ消ム毒液剤10%) (下記参照）に浸して洗浄する

原液3ccを手のひらにとり、乾燥するま

消毒用エタノ ール(70%)
1 で（約1分間）手に擦りこんで使う

食器•器•具おも・ふきん f � � （台
次

所-用塩�素鵡素直釦,.. 系�. 出漂雲ト雪白
リ
剤

ウ
な

ム
ど�� ） 

水
80
110000洗℃�い℃、倍すで�液5る5分（分下閻間記以以参上上照煮）（沸

たに）
だ30し分、 � ふ間き浸んし、は

まな板 ちゃ等

| 消毒用エ

逆

タ
性

ノ

石

ー

鹸

ル液(70%) 濃度はそのまま使用し薬液を含ませた紙
トイレの取っ手 タオル等で拭くか噴霧する

············ ······· - ········ ······················· 

ドアのノブ 50倍液（下記参照）を含ませた紙タオ
（塩化ベンザルコニウム液10%) ル等で拭く

衣類の消毒

逆
性

石鹸液 1 倍液（下記参照）を含ませた紙タオ

風呂場 f---� 墨但ベンーサ
熱
ル湯コ

消

ニ毒ウム液10%) ル等で拭く
.......... ... ... ....... .. . .. .. 

熱
湯で洗い流す

消毒液のつくり方 ※おむつ交換時と便の処理を行なう時は、使い捨てビニール手袋を使用する。

※次亜塩素酸ナトリウムは、金属腐食性があるので、消毒後、水拭きする。

濃
g 度

50倍

、 100

逆性石鹸の揚合
薬剤キャップ1杯
約5ccとして
約4杯

己巨う巨ラ巨ラ

目

大
（お問い合わせは最寄りの保健所へ）

大阪府健康医療部感染症対策企画課令和3年4月作成

28



高
齢
者
の
結
核
を

 
早
期
発
見
す
る
に
は
？

 

サ
ー
ビ
ス
利
用
開
始
時
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

・
２
週
間
以
上
続
く
呼
吸
器
症
状
（
咳
、
痰
な
ど
）

や
胸
部

X
線
写
真
に
異
常
陰
影
が
あ
る
時
に
は
、

か
か
り
つ
け
医
や
施
設
の
嘱
託
医
に
喀
痰
検
査
等

の
必
要
性
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
健
康
管
理
の
た
め
の
情
報
と
し
て
、
結
核
等
の

既
往
歴
や
治
療
中
の
病
気
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

定
期
健
康
診
断
時
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

 
・
結
核
の
早
期
発
見
の
た
め
に
も
、
定
期
健
康
診
断

を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
「
高
齢
者
は
結
核
の
ハ
イ
リ
ス
ク
者
」
で
あ
り
、

健
診
が
義
務
で
は
な
い
施
設
も
、
定
期
的
な
健
康

チ
ェ
ッ
ク
が
大
切
で
す
。

日
常
的
な
健
康
観
察

 
・
高
齢
者
結
核
で
は
咳
や
痰
が
で
な
い
割
合
も
高
く

継
続
す
る
体
調
不
良
や
免
疫
低
下
に
か
ら
む
症
状

な
ど
、
日
常
の
健
康
観
察
が
と
て
も
大
切
で
す
。


な
ん
と
な
く
元
気
や
活
気
が
な
い


発
熱
、
食
欲
不
振
、
体
重
減
少
、
倦
怠
感
、

尿
路
感
染
（
免
疫
低
下
）

 


咳
、
痰
、
胸
痛
、
呼
吸
の
し
づ
ら
さ

・
肺
炎
疑
い
で
も
、
で
き
れ
ば
抗
生
剤
を
使
用
す
る

前
に
、
喀
痰
検
査
の
実
施
を
嘱
託
医
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
抗
生
剤
の
使
用
状
況
を
記
録
に

残
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

高
齢
者
介
護
に
関
わ
る
あ
な
た
と

 
あ
な
た
の
大
切
な
人
の

 
“健

康
を
守
る

”た
め
に

 

職
員
の
定
期
健
康
診
断

 
・
少
な
く
て
も
年
に
１
回
は
胸
部

X
線
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
精
密
検
査
の
通
知
が
来
た
ら
、

自
覚
症
状
が
な
く
て
も
必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

・
健
診
結
果
は
、
今
後
の
健
康
管
理
に
大
切
な
情
報

で
す
。
結
果
を
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト

 
・
咳
が
出
る
時
は
、
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
を
着
用

し
ま
し
ょ
う
。

先
ず
は
自
分
の
身
体
を
い
た
わ
り
ま
し
ょ
う

 
・
身
体
の
免
疫
力
を
維
持
し
、
風
邪
等
の
症
状
が

続
く
時
は
、
早
め
の
受
診
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

・
免
疫
が
低
下
す
る
疾
患
（
糖
尿
病
、
腎
疾
患
、

H
IV
等
）
が
あ
る
時
は
、
確
実
に
治
療
を
継
続

し
ま
し
ょ
う
。

・
結
核
に
つ
い
て
勉
強
す
る
機
会
を
持
ち
ま
し
ょ

う
。

結
核
に
関
す
る
心
配
や
不
安
が
あ
る
時
は

 
保
健
所
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

 

健
康
診
断
を
行
っ
た
場
合
に
は
報
告
し
ま
し
ょ
う

 
職
員
や
施
設
入
所
さ
れ
て
い
る
方
の
健
康

 
診
断
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
あ
な
た
の
地

 
域
を
管
轄
す
る
保
健
所
に
報
告
が
必
要
で
す
。

 
 

 
＜
詳
細
＞

 

高
齢
者
介
護
に
関
わ
る
人
の

 
た
め
の

 “
結
核

” 
基
礎
知
識

 

現
在
１
年
間
に
約

1
万
１
千
人
の
結
核
患
者
が

 

新
た
に
診
断
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
約
７
割
は

 

6
0
以
上
で
す
。

 

あ
る
日
、
あ
る
高
齢
者
施
設
で
…

 

    

こ
の
資
料
は
平
成

28
 年

度
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
委
託
研
究

 

 
開
発
費
「
地
域
に
お
け
る
結
核
対
策
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
り
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

 

○
○
さ
ん
、
結
核
疑
い

だ
そ
う
で
す

!!

こ
ん
な
時

 
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
？
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利
用
者
が
結
核

(疑
い

)と
 

診
断
さ
れ
た
ら

マ
ス
ク
の
着
用
と
個
室
対
応

結
核
（
疑
い
）
の
方

 
入
院
や
検
査
結
果
を
施
設
で

 
待
つ
間
は
、
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
を
着
用
し
て

  
も
ら
い
、
個
室
対
応
で
ド
ア
は
閉
め
ま
し
ょ
う
。

 

職
員
や
家
族
等

 
個
室
へ
入
る
時
は

N
9

5
マ
ス
ク

 
を
着
用
し
、
乳
児
等
の
面
会
は
禁
止
し
ま
す
。

 

車
で
搬
送
す
る
時

 
・
結
核
（
疑
い
）
の
方
は
、
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
を
、

同
乗
者
は

N
9

5
マ
ス
ク
を
着
用
し
ま
す
。

・
窓
を
開
け
て
換
気
を
し
ま
し
ょ
う
。

部
屋
の
清
掃
な
ど

 
・
部
屋
の
窓
を
開
け
て
換
気
を
十
分
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
薬
剤
等
に
よ
る
消
毒
は
不
要
で
す
。
通
常
の
掃
除

や
洗
濯
、
食
器
洗
い
を
行
え
ば
大
丈
夫
で
す
。

＜
N

9
5
マ
ス
ク
＞

 
結
核
の
感
染
防
止
の
た
め
職
員

  
や
家
族
が
つ
け
る
マ
ス
ク
で
す
。
す
ぐ
、
使
え
る
よ
う

に
常
備
し
、
着
用
訓
練
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

 

～
結
核
の
発
病
は
誰
の
せ
い
で
も
な
い
～

 
・
突
然
、
結
核
（
疑
い
）
と
言
わ
れ
、
動
揺
す
る
方
も

多
い
た
め
、
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
が
不
可
欠
で
す
。

接
触
者
健
診
に
つ
い
て

 

目
的

 
・
患
者
か
ら
の
感
染
や
発
病
の
有
無
な
ど
を
調
べ
、

結
核
の
感
染
拡
大
を
防
止
し
ま
す
。

基
本
的
な
流
れ

 
・
保
健
所
は
届
出
に
よ
り
、
患
者
の
病
状
や
生
活
、

患
者
と
接
し
た
方
の
健
康
状
態
等
を
確
認
し
て
、

必
要
な
対
象
者
に
、
無
料
で
健
診
を
行
い
ま
す
。

主
な
検
査

 
・
原
則
と
し
て
、
結
核
の

“感
染

”を
血
液
検
査
で
、

“
発
病
”
を
胸
部

X
線
検
査
で
調
べ
ま
す
。

実
施
時
期
な
ど

 
・
施
設
の
定
期
健
診
状
況
な
ど
も
検
討
し
、
適
切
な

時
期
に
行
い
ま
す
。

・
必
要
に
よ
り
、
保
健
所
と
施
設
が
協
力
し
て
、

健
診
の
前
に
説
明
会
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

・
結
核
に
感
染
し
た
後
、
検
査
で
感
染
が
わ
か
る

よ
う
に
な
る
ま
で
、
３
か
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

・
あ
わ
て
て
検
査
を
す
る
と
正
確
な
結
果
が
得
ら
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
健
所
と
連
絡
を

取
り
ま
し
ょ
う
。

 

結
核
と
は

 
結
核
と
は
、
結
核
菌
に
よ
っ
て
お
こ
る
感
染
症
で
す
。

 

感
染
の
し
く
み
（
空
気
感
染
）

 
・
主
に
肺
結
核
患
者
の
咳
な
ど
の
し
ぶ
き
と
共
に

排
出
さ
れ
る
菌
を
吸
い
込
む
こ
と
で
感
染
し
ま
す
。

感
染
と
は

 
・
結
核
菌
が
身
体
の
中
に
入
り
、
そ
れ
に
対
す
る

身
体
の
反
応
が
起
こ
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

発
病
と
は

 
・
菌
が
増
殖
し
、
何
ら
か
の
身
体
の
変
化
や
症
状
が

出
て
く
る
状
態
で
す
。

・
結
核
の
発
病
率
は
、
感
染
者
の

1
～
２
割
で
す
。

・
発
病
は
、
身
体
に
入
っ
た
菌
の
量
や
強
さ
と
、

感
染
者
の
免
疫
な
ど
が
関
係
し
ま
す
。

＜
免
疫
の
維
持
＞

 バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
、
適
度
な

 
運
動
、
十
分
な
睡
眠
、
禁
煙
、
免
疫
が
下
が
る
疾
患

 
（
糖
尿
病
、
腎
疾
患
等
）
の
治
療
と
管
理
が
大
切
で

す
。

  

症
状

 


咳
、
痰
、
微
熱
、
胸
痛
、
体
重
減
少
等

特
徴

 
・
「
よ
く
な
っ
た
り
、
悪
く
な
っ
た
り
」
し
つ
つ

病
状
が
進
行
し
、
排
菌
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
排
菌
を
し
て
い
な
い
感
染
状
態
や
発
病
の
初
期

に
は
、
人
に
う
つ
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

治
療
と
施
設
で
の
服
薬
支
援

 
・
原
則
と
し
て
、

6
か
月
以
上
の
定
め
ら
れ
た
期
間
、

複
数
の
薬
を
内
服
し
ま
す
。
確
実
な
内
服
の
た
め

周
囲
の
方
の
支
援
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

医
療
機
関

 
・
結
核
の
診
断

・
保
健
所
へ
の
届
出

保
健
所

 
・
患
者
や
施
設
医
療
機
関
か
ら
情
報
収
集

・
接
触
者
健
診
の
対
象
者
と
方
法
を
決
定

・
接
触
者
健
診
の
実
施
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ＨＩＶ／エイズの正しい知識
～知ることから始めよう～

社会福祉施設等で働くみなさまへ

性行為以外の日常生活で感染することはあり
ません。
継続して抗HIV薬を服用していれば、ウィルス量が下がり、性行為による感染も防げます。

今、社会福祉施設等に期待されること

《参 照》
社会福祉施設で働くみなさんへ ＨＩＶ／エイズの正しい知識～知ることから始めよう～
平成23年12月発行、平成31年2月改訂
https://hiv-ppr.jp/docs/h31_knowledge_hiv_aids.pdf

＜企画・発行＞
平成23年度 厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業
「ＨＩＶ感染症及びその合併症の課題を克服する研究」研究代表者 白阪琢磨
分担研究「長期療養者の受入における福祉施設の課題と対策に関する研究」

研究分担者 山内哲也
＜協 力＞
社会福祉法人武蔵野会

大阪府において、2022年に新たなHIV感染者・エイズ患者が91人報告され、2022年末の累積報告
数は4,001人となりました。また、治療の進歩により、平均余命がHIV陰性者と変わらなくなって
きており、加齢による合併症などによって支援を必要とするＨＩＶ陽性者が増えてきています。
そのため、ＨＩＶ陽性者の受け入れ先として、社会福祉施設等への期待が高まっています。
支援が必要な人に対して、生活支援を行ったり、療養の場を提供したりすることは、社会福祉

施設等の役割です。他の慢性疾患患者と同様に、ＨＩＶ陽性者の方は慢性疾患を抱えて生活をし
ている人たちです。一人ひとりがＨＩＶ／エイズに対する理解を深め、支援が必要なＨＩＶ陽性

者の方を迎え入れていきましょう。

標準予防策によりＨＩＶ感染は予防できます。

今ではＨＩＶ感染症は慢性疾患の１つです。
抗ＨＩＶ薬が使われるようになってから、エイズによる死亡率は劇的に減少し、
ＨＩＶ感染症は、慢性疾患の１つとして考えられるようになりました。

問合せ先 大阪府健康医療部保健医療室感染症対策企画課 企画推進グループ
電話 ０６－６９４１－０３５１（内線５３０６） 31

https://hiv-ppr.jp/docs/h31_knowledge_hiv_aids.pdf


入浴設傭の適正な雉袴管理により

レジオネラ症発生を予防しましょう

【レジオネラ症とは】
レジオネラ症はレジオネラ属菌による感染症の一つで、幼児やお年寄り、あるいは他の病気など

により身体の抵抗力が低下している人に発病のおそれが強いと言われています。

レジオネラ属菌に汚染された細かい水滴（エアロゾル）等を、気道から吸い込むことによって感

染し、発病します。
主な症状は肺炎（レジオネラ肺炎）で、菌に感染してから2 ,-..,; l 0日（平均4 ,-..,; 5日）後に、高

熱、咳、タン、頭痛、胸痛、筋肉痛、悪寒などの症状が出て、まれに重症になることがあり、死亡
例も報告されています。人から人への感染はありません。近年、レジオネラ症患者報告者数は、増

加傾向にあります

レジオネラ症患者報告者数（全国）
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レジオネラ属菌は、入浴設備の配管内部等で増殖することが知られています。入浴設備の適正な

維持管理により菌の増殖を防止し、レジオネラ症の発生予防に努めてください。

大阪府では、平成2 0年4月より、「社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対
策マニュアル」を定め、指導・助言を行っています。

施設の設置者・管理者の方は、引き続き入浴設備について次の点に注意して適正な管理をお願い

します。

【入浴設備の維持管理ポイント】

〇浴槽水は、 塩素系薬剤を用いて消毒し、遊離残留塩素濃度で常に 0. 4m g/L以上に
保ちましょう。

〇連日使用している浴槽水は、1週間に1回以上入換え、浴槽を清掃・消毒しましょう。
0ろ過器は、 1週間に1回以上逆洗浄等により清掃しましょう。
〇貯湯槽内の湯の温度は 60 度以上に保ち、 槽内を定期的に清掃·消毒しましょう。
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循環式浴槽の実例参考図

【循環式浴柄における主なレジオネラ症発生防止対策措置】
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【詳しくは】

「社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策マニュアル」を参考にしてくだ

さい。 マニュアルは、 下記の大阪府環境衛生課のホ ー ムペ ー ジから入手できます。

htt s://www. ref.osaka.l -;-_· /kank·oeisei/re·ionera/index.html 

また、 「大阪府 レジオネラ」で検索できます。＾

マニュアルの疑問点等は、最寄りの府保健所または環境衛生課生活衛生グルー プ (06-6944-9910)

にお問い合わせください。

【水質検査の実施と報告】

浴槽水について、

水質検査を実施し、
1年に1回以上、 レジオネラ属菌などの

その結果を報告してください。

報告は2ヶ所に行ってください
(FAXで結構です）
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当該施設所在地を所管する介護事業者担当部局

（大阪府福祉部介護事業者課又は市町村担当部局）

最寄りの大阪府保健所衛生課
（大阪市、 堺市、 豊中市、 吹田市、
高槻市、 枚方市、 八尾市、
寝屋川市、 東大阪市を除く）
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熱中症にご注意ください

1. 熱中症とは？

く熱中症の症状＞

0初期症状として、めまいや立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のけいれんや痛み（こむらがえり）が現れます。また、

症状が進むと、吐き気や嘔吐、力が入らないなどの症状が現れます。

0さらに重症になると、意識障害や全身のけいれん（ひきつけ）を起こしたり、体温が著しく上昇し、最悪の場合は

死亡する可能性もあります。

く熱中症の原因＞

0体内の水分や塩分の減少や血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたり

することにより発症します。

0高温、多湿、風が弱い、輻射源（熱を発生するもの）があるなどの環境では、体から熱が逃げにくく、汗をかき

にくくなるため、熱中症が発生しやすくなります。

熱中症の症状と重症度分類

状

中等症

（「熱中症環境保健マニュアル2022」20頁より）
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2. 熱中症は予防が大切

熱中症は生命にかかわる病気ですが、予防法を知っていれば防ぐことができます。
「暑さを避ける」、 「こまめな水分補給」などの熱中症予防行動を実践してください。

暑さを
避けましょう

こまめに
水分補給を

しましょう

暑さに備えた
体づくりを
しましよっ

体力や体調を
考慮して

活動しましょう

暑さに関する
情報を

活用しましょう

□エアコンを利用する等、 部屋の温度を調整

口暑い日や時間帯は無理な外出をしない

口涼しい服装にする

口急に暑くなった日等は特に注意する

口のどが渇く前に水分補給

□1日あたり1 . 2リットルを目安に

□大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

口暑くなり始めの時期から適度に運動 を

口水分補給は忘れずに、 無理のない範囲で

口「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日 30 分程度

口寝不足に注意を

口体調が悪いと感じた時は、 涼しい環境で安静に

※熱中症は、 環境条件の他に各人の体調や暑さへの慣れが影響して

発生します。

口 「熱中症警戒アラ ー ト」等、 テレビ、 防災無線、SNSなどを通じて

発表される暑さを知らせる情報を活用し、 予防行動の実践を

※ 「熱中症警戒アラ ー ト」は、 熱中症の危険性が極めて高いと

予測される場合に発表されます。
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3. 高齢者と熱中症について
讐 l11!11B11i!Ui\Ml!llllli!!i!ll!ill1i!i'l!ll!ilil!llllllffiilil!llllllffiill1i!i'l!ll!ffl!illlllll11!11B11imml!l!llllli!!i!ll!!ffillllll!!畠ilil!llllllffiilil!llllllffi l!llllli!!i!IJ! ffiil1lllllll ilil!llllllffi ilil!llllllffi li!1mil!ll ffil!fflllW ilil!llllllffi mml!cl!llllli!!i!IJ! ffiil1lllllll lll!llB1li ． 噌

＇ ！高齢者は特に注意が必要です！ ＇ 

l!llllli!!i!ll! ffiil1lllllll ilil!llllllffi ilil!llllllffi l!llllli!!i!ll! ffiil1lllllll ilil!llllllffi mm!! ffiil1lllllll ffiil1lllllll ilil!llllllffi ilil!llllllffi l!llllli!!i!ll! ffiil1lllllll i!lil!llllllm"!Ui\M li!1mil!ll ill1i!i'l!ll! l11!11B11i li!1mil!ll ffiil1lllllll ffiil1lllllll ilil!llllllffi ilil!llllllffi l!llllli!!i!ll!' 

0体内の水分量が少ない上、老廃物を排出する際にたくさんの尿を必要とするため、水分が不足しがちです。

0加齢により、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなります。

0暑さに対する体温の調節機能が低下しています。

く熱中症の発生状況＞

0熱中症により救急搬送される方の約半数が、死亡総数の約8割が、65歳以上の高齢者です。

0屋内での死亡者のうち、約9割がエアコンを使用していなかったことがわかっています。

0熱中症は、日中の炎天下だけではなく、室内や夜にも多く発生しています。

0室内でも多くの方が熱中症により亡くなっています。

／

ヽ

●高齢者の熱中症予防のポイント・

ヽ

ノ
硲;:埒：：浴

,,f 0ェアコン ・ 扇風機を活用しましょう

0室内の温湿度を計測しましょう

※高齢になると暑さを感じにくくなります。実際の温湿度を把握して予防行動をとりましょう。

〇こまめに水分補給しましょう

0シャワーやタオルで体を冷やしましょう

0緊急時、困った時の連絡先を確認しておきましょう

t *水分補給を促すなど、 周囲の方から積極的な声かけをお願いします＊
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4. 熱中症になったときは？

く対処法＞

熱中症を疑った時には、放置すれば死に直結する緊急事態

であることをまず認識しなければなりません。

重症の場合、救急車を呼ぶことも大事ですが、すぐに体を冷

やし始めることが必要です。

s. 熱中症の疑いのある人を医療機関に搬送する際に、医療従事者に伝えること

熱中症は、症状により、急速に進行し重症化する場合があります。医療機関到着後、治療が迅速に開始され

るよう、その場に居あわせた倒れた時の状況がわかる人が医療機関まで付き添い、発症までの経過や症状など

を伝えるようにしましょう。

く医療従事者に伝える内容（例）＞

口倒れた場所の状況（具体的な場所、気温、湿度、風速など）

口倒れた時の状況（服装、どんな活動をしていたか、など）

口症状の経過（症状が出始めた時から悪化していないか、具体的にどんな症状があるか、など）

口対処の内容（水分や塩分の補給はできたか、その他応急処置の有無など）

6. 熱中症に関する情報

国や大阪府では、下記ホームページを通じて、熱中症に関する情報を発信しています。
0大阪府ホームページ

0環境省「熱中症予防情報サイト」
0総務省消防庁ホームページ

URL: http:/ /www.pref.os2ka.lg.jp/kenkozukur:/netty1」syo叫
URL:htt '. p:;/www.wりgt.env.go.Jp/

URL: 噴tp://www. f dma.go . .ip /neuter/topics/ fieldしist9 2.html 

※本資料は、環境省作成「熱中症環境保健マニュアル2022」 、「高齢者のための熱中症対策」、「熱中症～ご存知ですか？予防•対処法～」、 「熱中症警戒アラート全

国運用中！」を参考に、大阪府で作成しました。
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府民のみなさまにご活用いただけるよう、暑さを知らせる情報を提

供するサービスや、暑さから身を守る取組み、行政の取組みなどの

情報を発信しています。ぜひ、ご覧ください。

（https://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/atsusataisaku.html）

大阪府 暑さ対策 検索
【暑さ対策に関するお問い合わせ】
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）22階

電話番号：06-6210-9553 ファクシミリ番号：06-6210-9259
2024年大阪府猛暑啓発資料

を身に付け、暑さを乗り越えましょう！

大阪府広報担当副知事もずやん

39



危険な暑さに気づくため、熱中症警戒

アラートを活用しましょう。

暑さ指数メール配信サービスや環境省

のLINEアプリを活用した情報配信など、

暑さの危険を知らせてくれる無料
※2

サービスがあります。

※１「暑さ指数」は気温と湿度を考慮
した熱中症予防のための数値です。

※２情報取得にかかる通信料は利用者負担となります。
日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.４」(2022)をもとに大阪府作成

事前の情報入手で

熱中症 アラ トー
熱中症の危険性が極めて高くなる、暑さ指数が３３以上になると予測された場合に、

環境省と気象庁より注意を呼びかける「熱中症警戒アラート」が発表されます。

また、令和６年度からは都道府県単位で暑さ指数が35 以上になると予測される日

の前日14 時に、さらに一段階上の「熱中症特別警戒アラート」が発表されることに

なりました。

体が暑さに慣れていない時期に急に気温が上がると、

熱中症の危険が高まります。暑さに負けない体にする

ため、暑くなる前の時期から、汗をかく運動を継続し

て「暑熱順化」を心がけましょう。水分や塩分の補

給もこまめに行いましょう。また、通気性のよい衣服

（軽装）を着用し、外出時は日傘や帽子のほか、体を

冷やせる便利グッズを活用することも大切です。

暑さにつよい「からだづくり」

暑さを知らせる「情報の活用」

暑さをしのぐ「エアコン利用」

気温や湿度が高い日には屋内でも熱中症になることがあります。暑さに対して自分の感覚だけに頼らず、

エアコンの冷房運転を適切に利用し、必ず部屋の温度や湿度を確認してから設定温度を調節しましょう。

外出先では無理をせず、エアコンの効いた施設や木陰など涼しい場所で休息をとり

ましょう。

摂取例：経口補水液・スポーツドリン
ク・塩飴・塩こんぶ・浅漬け など

実施例：ウォーキング・サイクリ
ング・ストレッチ・入浴 など

活用例：吸水速乾肌着・氷枕・冷却
シート・保冷剤入りスカーフやネック
クーラー・携帯用扇風機 など

暑さ指数※1 日常生活に関する指針

31以上 「危険」
外出はなるべく避け、涼しい室
内に移動する。

28～31未満「厳重警戒」
外出時は炎天下を避け、室内で
は室温の上昇に注意する。

25～28未満「警戒」
運動や激しい作業をする際は定
期的に充分に休息を取り入れる。

25未満 「注意」
一般に危険性は少ないが激しい
運動や重労働時には発生する危
険性がある。

５月から９月末までの期間、民間事業者の施設に「暑さをし
のげる一時避難所」（クールオアシス）として、エアコンの
ある涼しい空間を提供いただいています。休息のため「15分
程度」を目安に、協力施設が指定する場所でご利用ください。

協力店には目印のステッカー(右図)を掲示しています。

しょねつじゅんか

ねっちゅうしょうけいかい
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い
で

！
」

「立
た

な
い

で
！

」
「黙

っ
て

！」
と

い
っ

た
ス

ピ
ー

チ
ロ

ッ
ク

（
言

葉
に

よ
る

拘
束

）
に

よ
っ

て
言

動
を

制
限

す
る

や
む

を
得

な
い

揚
合

と
は

？
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

合
と

は
、

以
下

の
3

要
件

を
全

て
満

た
す

場
合

に
な

り
ま

す
。

0
切

迫
性

：利
用

者
本

人
又

は
他

の
利

用
者

等
の

生
命

ま
た

は
身

体
が

危
険

に
さ

ら
さ

れ
る

可
能

性
が

著
し

く
高

い
こ

と
0

非
代

替
性

：
身

体
拘

束
そ

の
他

の
行

動
制

限
を

行
う

以
外

に
代

替
す

る
介

護
方

法
が

な
い

こ
と

0
一

時
性

：身
体

拘
束

そ
の

他
の

行
動

制
限

が
一

時
的

な
も

の
で

あ
る

こ
と

f
 
•••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 

＼

3
要

件
に

加
え

、以
下

の
措

置
を

講
じ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
・

個
人

で
は

な
く

職
揚

全
体

で
判

断
す

る
・

時
間

や
本

人
の

状
況

、
緊

急
や

む
を

得
な

い
理

由
を

記
録

す
る

。身
1本

拘
束

の
内

容
、

目
的

、
時

間
、

期
間

な
ど

を
本

人
や

家
族

に
対

し
て

十
分

に
説

明
し

、
理

解
を

求
め

る
・観

察
と

再
検

討
を

定
期

的
に

行
い

、
再

評
価

す
る

（⇒
必

要
が

な
く

な
れ

ば
、

速
や

か
に

解
除

す
る

）
・身

1本
拘

束
な

ど
の

適
正

化
の

た
め

の
研

修
を

定
期

的
に

実
施

す
る

な
ど

\ : ' 9 9 9 | ＇ ， ー ， ＇ 、 ー ， 1ー，＇ ー ／＼  

高
齢

者
虐

待
を

見
つ

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

市
町

村
に

通
報

・
相

談
し

ま
し

ょ
う

。
（地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー

で
も

相
談

・
通

報
は

受
け

付
け

て
い

ま
す

）
介

護
サ

ー

ビ
ス

従
事

者
は

、
自

分
の

働
い

て
い

る
職

場
で

高
齢

者
虐

待
を

発
見

し
た

場
合

、
生

命
身

体
へ

の
重

大
な

危
険

が
あ

る
か

否
か

に
関

わ
ら

す
、市

町
村

へ
の

通
報

義
務

が
あ

り
ま

す
。（

法第
2

·1条
第

1項
）

介
護

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
は

高
齢

者
介

護
の

専
門

職
で

あ
り

、
高

齢
者

へ
の

虐
待

は
決

し
て

許
さ

れ
ま

せ
ん

。
あ

な
た

の
行

動
で

救
わ

れ
る

高
齢

者
が

い
ま

す
。

勇
気

を
だ

し
て

通
報

・
相

談
し

て
く

だ
さ

い
。

・た
の

通
報

・
相

談
先

は
・相

談
先

が
わ

か
ら

な
い

と
き

は

、
』 . - 「 「 l - 「 = ＝- ― l = - ＝ -l -[ l . [
"
「 l 「- l l 「 ニ ー
、

大
阪

府
高

齢
者

虐
待

定
期

的
に

自
己

点
検

を
行

い
ま

し
ょ

う
。

ま
た

、チ
ェ

ッ
ク

が
入

ら
な

い
と

こ
ろ

が
あ

れ
ば

、
職

場
で

話
し

合
い

ま
し

ょ
う

。

1.
 施

設
・事

業
所

内
外

の
研

修
口

施
設

内
で

勉
強

会
や

研
修

会
に

出
席

し
、

知
識

や
技

術
を

学
ん

で
い

る
口

他
の

施
設

の
見

学
や

、
外

部
の

研
修

を
受

け
て

い
る

2
. チ

ー

ム
ア

プ
ロ

ー

チ
口

職
場

で
固

っ
た

こ
と

が
あ

っ
た

と
き

、
相

談
で

き
る

環
境

が
あ

る
口

利
用

者
に

合
っ

た
支

援
方

法
を

話
し

合
い

、
情

報
共

有
が

で
き

て
い

る
3

. ケ
ア

の
質

・
知

識
口

ど
の

よ
う

な
こ

と
が

高
齢

者
虐

待
や

身
体

拘
束

に
あ

た
る

の
か

を
知

っ
て

い
る

口
認

知
症

の
ケ

ア
の

方
法

を
学

び
、

実
践

し
て

い
る

口
虐

待
を

発
見

し
た

場
合

の
通

翰
・

相
談

先
を

知
っ

て
い

る

1 
. 施

設
・

事
業

所
内

外
の

研
修

口
施

設
内

で
勉

強
会

や
研

修
会

な
と

、
職

員
が

知
識

や
技

術
を

学
（ぶ

機
会

を
つ

く
っ

て
い

る
口

職
員

が
他

の
施

設
の

見
学

や
、

外
部

研
修

に
行

く
機

会
を

つ
く

っ
て

い
る

2.
 チ

ー

ム
ア

プ
ロ

・
ー

チ
口

組
織

と
し

て
、ヒ

ャ
リ

ハ
ッ

ト
の

検
討

・
共

有
を

し
て

い
る

口
職

員
間

で
報

告
や

相
談

の
方

法
を

決
め

て
い

る
す

口
虐

待
防

止
や

身
体

拘
束

廃
止

に
つ

い
て

話
し

合
う

機
会

を
も

っ
て

い
る

ロ
ケ

ア
に

関
す

る
相

談
を

し
や

す
い

環
境

・
体

制
が

で
き

て
い

る
3

. 職
昌

の
負

担
・ス

ト
レ

ス
口

職
員

一

人
ひ

と
り

の
業

務
内

容
を

把
握

し
て

い
る

口
職

員
の

意
見

を
間

く
機

会
を

組
織

と
し

て
つ

く
っ

て
い

る
口

職
員

の
負

担
や

ス
ト

レ
ス

に
気

づ
け

る
よ

う
、

定
期

的
に

現
場

を
訪

れ
て

職
員

と
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
ジ

ョ
ン

を
と

っ
て

い
る

4
苦

情
処

理
に

関
す

る
委

員
会

等
の

設
置

・運
営

口
利

用
者

、
家

族
、

外
部

の
人

（
ポ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

介
護

相
談

員
、

第
三

者
委

員
な

ど
）

の
意

見
を

聞
く

機
会

を
も

っ
て

い
る

、

口
苦

情
に

対
応

す
る

体
制

（
利

用
者

家
族

と
の

運
営

懇
談

会
、

意
見

箱
な

ど
）

を
整

備
し

、
周

知
し

て
い

る

等
に

よ
る

不
利

益
取

り
扱

い
の

禁
止

0
通

報
等

を
行

う
こ

と
は

「守
秘

義
務

違
反

」
に

は
な

り
ま

せ
ん

。（
法第

21
条

第6
頃

）
〇

通
報

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

、解
雇

そ
の

他
の

不
利

益
な

扱
い

を
受

け
る

こ
と

を
禁

じ
て

い
ま

す
0

(法
第

2-·1
条

第7
項

）

法
第

2
0条

で
は

、少
な

く
と

も
以

下
の

2
つ

は
行

う
べ

き
こ

と
と

し
て

明
記

さ
れ

て
い

ま
す

。

①
介

護
サ

ー

ピ
ス

従
事

者
へ

の
研

修
を

実
施

し
、

知
識

や
技

術
を

習
得

す
る

機
会

を
設

け
る

こ
と

②
利

用
者

や
家

族
か

ら
の

苦
情

処
理

体
制

の
整

備
を

す
る

こ
と

高
齢

者
虐

待
を

未
然

に
ま

た
は

再
発

を
防

ぐ
に

は
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
が

介
護

ケ
ア

の
質

を
向

上
し

て
い

く
と

と
も

に
、

組
織

の
運

営
・

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
が

大
切

で
す

。
介

護
サ

ー

ビ
ス

従
事

者
の

ひ
と

り
と

し
て

、
ま

た
職

揚
全

体
と

し
て

高
齢

者
虐

待
を

な
く

す
取

り
組

み
を

実
践

し
て

い
き

ま
し

ょ
う

。
令

和
2

年
3

月
発

行
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女このリ ーフレットで紹介した例や、ケースごとの考え方など
詳しく知りたい方はこちら
苔澪各唸叢焉的葛餞訊':. ・翌環簑算磁象；緊遣槃紋聾;恣ゲ·"心・文羹/
https;//w達代紺8.cao,go,jp/shougai/s註is紺n/jirei/cas茫•＄ま駐dy;htrn呈

玄障害者差別解消法の概要や障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する
事例等を知りたい方はこちら
讐警叡硲繋指讐濤盆諏釘{J壽蒙院羞ぶ·，•ヽ・タ鉢冠唸

·,
冬

https:/ /sho註ga廷ha-sabetukaishou.go,jp/

鬱自治体の相談窓0

大阪府福祉部障がい福祉至

大阪府
障がい福祉企画課
広域支援相該貝

住所： ,'540-8570大阪市中央区大手前2丁目
電話： 06-6944-0721 
ファックス： 06-6942-7215 
メール：
蕊be区u-soudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
ホームページ：
趾""'"'ぷ··•'"·='さ.1,.;,1,吐"''"'"''"'"心yo,eal-P""
I豆t祉'"'-ぬ""""·"""'

醗：'f 100-8914東京都干代田区永田町1-6-1
中央合同庁舎8華館

礫話： 03-5253-2111 
ファックス： 03-3581-0902 
ホームページ：
https://w�.,、v8.caa.go.jp/shougai/inde,.html

L
 

鬱障害のあ る人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合 が
あります。

● 障害のあ る人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの
対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が謳すぎな

い範囲で対応することが求められます。
鬱「合 理的配慮の提供」 に当たっては、障害のある人と事業者が話し合

い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。

,': 待森菱的藁渫裟釈盤傑j紀ていでむj冷ペ-ジを参照

藝本法における 「障害者jとは、障害者手帳を持っている人のこと
だけではありません。

鬱身体障害のある人、 知的障害のある人、精神障害のある人（発達
障害や高次脳機能障害のある人も含まれます）、、 その他心や体の
はたらきに障害（難病等に起因する障害も含まれます）がある人
で、障害ゃ社会の中にあるバリアによって、 8常生活や社会生活
に相当な制限を受けている人全てが対象です（障害のあるこども
も含まれます）。

［事業者］
魯本法におけるf寧業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・

非営利、個人・法人の別を問わず、 同じサー ビス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
魯個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者jに入ります。

魯教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く
対象となります。

43



防音窓ですぐに設簾することは難しいのでお子さんが習い事に集中でそる
よう 、 一緒,:他の方法を考えまし£う 。 お子さんば、 普段、 飛行機の音が
間ごえないように どのような対応をしているのてすか？

家てはイヤーマフを苓用す:;;::: とがあ:;;0.1ですが、 裔い裏ては音声教村等を ·: 
利用すること宅寄ろので塙用させていませんてした． 贅用の際LEは声掛,tや

‘・·•.,ぶ.• 
手伝いが必要なのて、 習い事てイヤーマフを使うと先生lこご迷惑てはないて序

) ＼ しょうか．

飛行機が通過する時間帯は大体決まっているので、 せの際には、 先生がイ
ヤーマフの藩用の声掛けやお手伝いをします ． まだ、 音声教材の使用タイ
ミングi2ついて守配慮を行うことができます．

森癸ふ

わかりましだ． こど宅LEイヤーマフを持っていかせ、 先生がお手伝いしてく '. � 
れるがらなと言っておをます. j>0

'i:: 例えば次のような例は合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。
● 飲食店において食亭介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を

寧業の一環として行っていないことから、介助を断ること。 響t
（必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの親点） =s勺·'

．鬱抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うこと
が難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求
められた場合に、対応を断ること。

i (降害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの
であることの観点）

※上記は涜くまでも考え方の一例であI) 、 実陛1こlill!l別に判断する必要があI}ます。

鬱「過璽な負担Jの有無については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、
異体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判甑することが必要です。
① 慕務・事業への影響の程度（事務・慕業の目的・内容． ．概能を損なうか否か｝
② 実現可能性の程度（物進的・技術的制約、人的・体制上の制約｝
③ 費用・負担の程度
④ 寧務・事業規模
⑤ 財政•財務状況

；セ例えば次のような例は合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます• , 
· 小売店において、混雑時に視党障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助す

るよう求められた湯合に、混雑時のため付き添いはでさない1凡店員が買い物リストを書き留め
て商品を準備することを控案すること。（過笙な負担（人的・体制上の制約）の霰点）

※上記はあくまでも考え方(J)-例であり、実際には個別に判習iする必翌がありますn

； 車椅子での参加てす抵 ：：：のアー ティストのコンサ→0通常席は立見席の

ご．、、 みとなってお1） 、 透常席エリアを紐fe動告回っだリ 、 飛んだ，)跳ねた，)セ
・ れる参加者が大勢いらっしゃいます ． ：：：のだめ、 バランスを崩しだ参加者が

車椅子利用者の方に倒れご1v-r:ケガをされるおそれがおリます．

値段は高くなりますが、 特別席なら1也の参加者とぶつかる心配も苺）ません
し、 通常席にはない特典もおリますがいかがてしょうか．

＇ 特別席のチケットは値段が高いので賂人が難しいです． 車椅子でも通常席
に参加てきるような手段は何かないでしょうか．

通常席で0)参加ができるなら；他の立見席の参加者0)ように通常席エリア
ておぢこち自由に動を回れなくて右構いません．

がれては、 例えば通常席のエリア内を一部区切って単椅子用スペースを設け
，．．

． 

ることとし 、 ゼのスペースでコンサートを鑑賞していだだくというのはいかが
てしょうか。 他の参加者12宅お声がけをして、 阜椅子用スペースにざ配慮い
ただけるように周知をします。

この方法ですと、 通常席エリア内であぢこぢ移動することは毅しくなります
が、 他の参加者とぷつかる可能住宅低くなるので、 安全性を確保しだ上で、

通常席に参加して宅らえると思います 。

卓椅子用スベースての鑑賞で宅大丈夫てすし通常席て鑑賞てをるようて安

災＾

,t>しましだ. . ... ... ·. 
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鬱障害者差別解消法では隠害を達由とするf不当な差別的取扱いjを禁止しています。
鬱企業や店饉などの挙業者や、国・都遵府県・市町村などの行政懺蒻等においては、例えば［障害があるJ

という理由だけで財・サー ビス、各穏機会の提供を拒否したり｀それらを提供するに当たって場所・時
閻帯等を制限したりするなど、f輝雹のない人と異なる取扱いJをすることにより繹雹のある人を不利に
扱うことのないようにしなければなりません'

働具体的には、

'!) 行政榛関等や寧霙者が、

＠ その事務又は寧業を行うに当たし）、
@ 鰈害を理由として、
④ 障害者でない者と比較して、
⑤ 不当な（正当な達由のない）差別的取扱いをすること
等により、障害のある人の権利利益を億害することが禁止されています。

隷があること忍珪由として、 澤答(/)あ
る人に対して一捻に接遠(/)質を下げる

働障害のある人に対する諒害を理由とした異なる取扱いにf正当な速由がある」 へ
鯰すなわち当該行為力r Q 
① 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり 、 .. r, 
＠ その目的に照らしてやむを得ないと言える場合
f;;: 「不当な差別的取扱いJにはなりません。

魯「正当な理由」に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、
・障害者、事業者、第三者の権利利益

（例：安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等）
・行政畿関等の奉務・事業の目的・内容・織能の維持
等の観点から、異体的壊面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

ぅ々例えば次のような例は正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられます。
鬱 実習を伴う講座において、 実習に必要な作業の遂行上呉体的な危険の発生が見込まれる障害特

性のある障害者に対し、 当該実習とは別の実薔を設定すること。 （障害者本人の安全確保の観点）

□ 法令の内容と障害の特性等について理解しましょう
円滑なやり取りのためには、法令や障害に関する理解が重要ですc 主な障害特性や合理的配慮の
具体例等についてあらかじめ確認しておきましょう。
魯内閣府のポー タルサイトでは、 隣害者差別解消法の概要や、 降害特性ごとの「合理的配慮の提供j

に朗する賽例等を紹介していますc

口障害のある人にとってのバリアとなる社内のルールやマニュアル、設備
等がないか確認しましょう

口

主な障害特性や合瑳的配唸の奥体例等について確認したら、 障害の.ある人へのサー ピス提供等を
実質的に制限してしまうようなルールがないか、 社内マニュアル等を改めて見園しておくことも
重要です。また、 障密のある人から申出があった塔合には'JI,ールを理由に一律お断')をするの
ではなく、その都度、柔軟に対応を検討しましょう。
合理的配慮が提供しやすくなるよう、施設や設備の見直しを行うことも有効です。

働マニュアルの見直しや研修の実施等のソフト面の対応や｀施設のバリアフリ ー化等のハー ド面
の対応といった、合理的配虔を的確に行うために＼不特定多数の届害者を対象として行う寧前
改善措置のことを「環境の整備」といいます（「環境の整備Jiな努力義務） 。

魯内閣府のポータルサイトではf環境/j)整備）の李例についても紹介していますc

対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さを理解しま
しょう

障害のある人の陣害特性や個別の状況によって、必要な対応は異なャ）ます。陣害のある人と事業
者が対話を通じてお互いに理解し合い、障害のある人にとっての社会的なバリアを除去するため
の対応案を共に検討していくことの鵞要性を、皆で共有しましょうこ

□ 社内で相談対応ができるよう備えましょう
障害のある人等から相談を受けたときに対応す
る相談窓0を事前に決めておき、組織的な対応
ができるようにしましょう。相談窓口は、既存
の顕客相談窓口や、担当者でも構いませんc

鬱「正当な理由がある場合Jの判断は、 個別のケースごとに行うことが蓋要です。
鬱「過去に同じようなことがあったから」「世問一般にはそう思われているからJといった理由で、 一律1こ判

断を行うことは、「正当な理由がある場合Jにl;J:該当しません。個別の寧案ごとに、 具体的場面や状況に
応じて、判断をすることが必要です。

曇また、そのためには、障害のある人に対し、個別の事情や、 配慮が必要か等の確認を行うことが有効ですe
；K溶宮者、磁莱巷、第三巷の権利利益等の観点を判断するためや、合理的配感の提供iJ)ために必要な範毬で、 プライパシーiこ

記しながら、 屈笞(j)茫る人に屈器万状涼港を碗認することぱ不当な差別的取設ぃ巳共鯉lL,,let凶°

ペースメ ー カ ーを利用すれている方からスポー ツラムヘの入会申込みがあり
ました 。

ブログラムに参加することて身体に負担がかかり体姻不良1こなってしまわない
が不安てす ．

障害のある人の安全の確保のだめには入会をお断りした方がよいと思うのて
すが、 このような場合も 、 「不当な差別的取扱い』に当たるのでしょうか？

攀ペー スメ ー カーを利用されている方について、一律に判断をせず、 涸別寧悟をよく聞いた上で判断す
ることが大切です。

鬱この例では 、 「ペー スメ ー カ ーを利用している万は全て、ジムで運動することで体調不良になる可韮
性が高い。したがって、 一律ジムヘの入会はお断りした方が良いのではないかJと判断しており、問
題があります。

鬱 例えば、「薔段はどのような運動をしていますかj「主治医に参加可能な
プログラムについてご相談いただけますか」などの対話を行って、利用
者の健康状態や普段の運動への取組状況等を呉体的に確認してみましょ
う。その上で、個別の寧情を踏まえて、その方の安全確保上、制限が必
要と判断された塩合にのみ、必要な限度で、プログラムヘの参加を制限
するといった対応を行うことが必要です。

〇奉業を所管する国の行政携関は、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取扱いや合
理的配慮の呉体例を盛り込んだ「対応指針Jを定めることとされています。寧業者は「対応指針」を参考
にして、譴害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。

鬱 事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合等に(;t、 国の行政攪関
に報告を求められたり、助雹、 指導若しくは勧告をされる場合があります•

● 寧業者の寧業を所管する国の行政梃関の作成した「対応指針Jについては、下記のサイトに掲載していますc

合理的配慮の臭体例や業種ごとの留意亭項等を確認する際には［対応指針lもあわせて参照しましょう。

⇒内閣府HP (関係府省庁所管事務分野における対応指針）
https://鳩約11w8.cao.go」p/shougal/suishln/sabek叫/taioshishin、html

⇒相談窓ロ一覧
https;//wwwa.,ao.go拒/sh匹ga咋幽帥泌；abekai/pdf/so叫印/taiou... s呻両ゃdf

車椅子の方は、何も変わっていない
変わったのは、 あくまでも周囲の環境

• f社会モデJi,J 0)考え方に至
づけば、「階明という障壁（バ
リア）があることで挙椅子(J)
方に「掘害」が生じているこ
とになります
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大阪府詈察本部交通総務課

安全運転管理者制度についてご存じですか

事業者が主体的に交通安全の確保を園るための制度で、自動車の使用者（事業主など）
は、台数に応じて必要な安全運転管理者等を選任し、1 5日以内に届出しなければなら
ない義務があります。 （道路交通法第74条の3第1項、第5項）

乗車定員1 1人以上の
自動車の場合は1台

その他の自動車の揚合は5台 I 1人
※大型自動二輪車、 普通自動二輪

車はそれぞれ0.5台計算

20台以上40台未満

40台以上60台未満

60台以上80台未満

80台以上100台未満

1人以上

2人以上

3人以上

4人以上

以降、 20台毎に 1 人を加算する

同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任•届出が必要です。
また、同じ所在地にある部署であっても、使用者（事業主など）ごとに、別の事業所
として選任届出が必要です。
, !ll'lllllllllllllillllllllllll「nr「H「rn11n,,111111,11111,lllll',nlllillllll,llllllllllllnlllll,lllllll�l'llllllllllllll ll lllllll ,n11111111111111111',l,l'lll,l,lll,lllllllll,ll,lllllll'lllllll'IIIIIIIIIIII

安全運転管理者等を選任しなかった揚合、選任義務違反として罰則(50万円以下
の罰金）があり、法人等に対しても罰則(50万円以下の罰金）があります。

安全運転管理者は、事業所の運転者に対し、安全運転に必要な次の業務を行わなければ
なりません。また1吏用者（事業主なと）は、安全運転管理者に、必要な権限を与えなけ
ればなりません。
勢「「「I「[「「「nm「「n1「linlilllrllinl「「「「n1「nin1i「『『「l「rn「『「『「1「Ill「nrn11「rnn「nirn「1「「lnl「n

0運転者の適性などの把握 0運行計画の作成 0交替運転者の配置
0異常気象時の措置 0点呼と日常点検 0 運転前後の酒気帯びの有無の確認
0 酒気帯びの有無の確認内容の記録と記録の保存(1年間）
0運転日誌の備え付け 0安全運転指導

※道路交通法施行規則の一部を改正する内閻府令により、 令和5年1 2月1日からアルコ ール検知器を
用いて酒気帯びの有無の確認を行うこと及びアルコ ール検知器を常に有効に保持することを適用するこ
ととされた。

吏用者（事業主など）は、安全運転管理者等に、法定講習(6時間）を毎年受講させる
義務があります。 （道路交通法第74条の3第9項）
※講習は「公安委員会に届出をしている安全運転管理者」のみが受講できるものです。
吾出警察署が指定する講習日の約1か月前に講習通知書が送付されます。指定講習日に
受講できない場合は、届出警察署交通課交通総務係へご相談ください。
溝習手数料は、講習通知書とともに送付される納付用紙で、あらかじめ指定金融機関で
の払い込みが必要です。
■ 届出•問合せ先

事業所の所在地を管轄する警察署の交通課
または大阪府警察本部交通総務課(06-6943-1234)
平日（休日を除く月曜日から金曜日まで）の午前9時から午後5時45分まで
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●画面に注意が集中して視野が狭くなることで、 周囲の状況や危険に

気づくことが遅れてしまいます。

●人混みで人にぶつかったり、 車両等にはねられたりすることで、

けがや損害賠償につながる恐れがあります。

●警戒心が薄れてしまうことで、「ひったくり」や「不審者」に狙われ

やすくなります。
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あなたは、スマー トフォンを操作しながら
歩いたり、車両を運転していませんか？
スマー トフォンは、必す安全な場所で
止まってから操作をしましょう。
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